
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の種類 労働者の規模 

原則 常時 300人以下 

卸売業またはサービス業が主

たる事業 
常時 100人以下 

金融業・保険業・不動産業又

は小売業が主たる事業 
常時 50 人以下 
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取締役等が業務中にケガをしてしまった場合、基本的に労災保険を使うことができません。労災保

険は対象が労働者に限られているためです。代わりに健康保険を使えないか、と思われるかもしれま

せんが、仕事中の負傷・疾病に対しては健康保険を使うこともできませんので、結果的に取締役等に

労災があった場合の医療費は全額自己負担になってしまうケースがあります。労災保険には中小事業

主の特別加入制度が用意されていますので、今回はその制度について確認していきましょう。 

加入条件は？ 
一定規模の中小事業（業種によって右図のとお

り。）の取締役等であり、なおかつ労働保険に関す

る事務を労働保険事務組合に委託していることが

加入条件です。 

そもそも特別加入制度とは 
労働者に関して成立している労災保険関係を前提として、代表取締役や取締役を労働者とみなすことによって、

当該代表取締役や取締役に対する労災保険の適用を可能とする制度です。（事業主の立場で行われる業務を除く） 

労働保険事務組合とは 
事業主が行うべき労働保険料の納付や、その他の

労働保険事務処理を事業主に代わって行う団体で

す。一般的に商工会議所や協同組合、社労士事務

所等が運営主体になっています。 

保険料は？ 
選択した給付基礎日額（4,000 円～25,000 円）と、業種ごとの保険料率に応じて保険料が決まります。比較

的保険料の低い小売業・飲食店であれば、年間 3,832 円～27,375 円程度の保険料です。 

どのような給付が受けられる？ 
仕事中の負傷・疾病に対する治療費のほか、休業期間中の

休業補償給付、障害給付や遺族給付等が受けられます。 
 

取締役としての役員報酬と、労働者と
しての賃金を明確に分けている場合

報酬と賃金の割合は労働者性を判断する基準の
一つです。総合的にみて労働者性が認められる
場合には労災保険の適用対象となります。 

取締役等でも労災の適用が受けられるケース 

 

労働者数が 300 人を超える場合など、特

別加入が適用されない場合は、 
労災に左右されない民間保険等への加入を

検討するなどの対応が必要です。 

役員   報酬として 20 万円 

労働者 賃金として 80 万円 

 
 
 
 
 
🌻労働保険の年度更新 

賃金台帳と工事台帳（建設事業）をもとに労働保険料の精算を行いますのでご協力をお願い致します。 

   
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

《筆者：山崎》 

私のひとこと 

取締役等が業務中にケガをした場合は、労災保険も健康保険も使えないというケースがあり

ますので、万が一の場合に備えて労災保険の特別加入を検討してください。なお、労災保険の

特別加入には建設業の一人親方や個人タクシーの運転手等も加入することができます。 

お 知 ら せ 


